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 令和 5 年度 第 2 回松戸市環境審議会 

（会議録） 

 

【開催日時】  令和 5年 12 月 19 日(火) 午前 10 時から 

【開催場所】  松戸市役所 新館 7階 大会議室 

【次  第】  第 2 回松戸市環境審議会 

        ＊開会 

        ＊議事 

      (仮称)松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事に

係る環境影響評価方法書について(答申) 

        ＊その他 

＊閉会  

【出 席 者】  [委員] 

       ・古 井  恒 委 員 

・山田 千香子委員 

・梅木  清 委員 

・古閑 比斗志委員 

・松田 茂一委員 

・湯浅 康弘委員 

       ・杉浦 正実委員 

       ・松菱  則嗣 委員 

       ・木ノ村  正浩委員 

       ・曽宮 祐三委員 

・藤田  隆 委員 

・東   克行委員 

・小林 美紀委員 

・坪田 一雄委員 

・坂本 一憲委員 ※欠席 

 

         [松戸市職員(事務局)] 

・加藤  将秀  (環境部長） 

       ・瀬谷  眞一  (環境政策課長） 

       ・奈良場  健   (専門監) 
       ・松本  優子  (課長補佐） 

       ・初澤  克洋  (主査） 

       ・松田  圭史   (主任主事） 
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         [所管課(清掃施設整備課)] 

・冨樫  光晴   (清掃施設整備課長） 

        ・細野 善二郎   (主幹） 

        ・正村   光    (主事) 

         

【傍聴者】   2 名 

 

事務局 ただいまから、「令和５年度第２回松戸市環境審議会」を始めさせて

いただきます。 

本日、進行を務めさせていただきます松戸市環境政策課の松本と申

します。よろしくお願いいたします。 

それでは、早速でございますが、本日配布した資料の確認をさせて

いただきます。 

 資料につきましては 

・次第 

・座席表 

・資料１ 松戸市環境審議会名簿 

 ・資料２ （仮称）松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備 

事業に係る環境影響評価方法書について（答申）（案） 

・資料３ 第１回松戸市環境審議会の議事録 

以上となります。不足などございますでしょうか。 

それでは、ここからは、松戸市環境審議会条例第８条第１項に基づ

き、議事進行を古井会長にお願いしたいと思います。 

古井会長、よろしくお願いいたします。 

古井会長 それではこれより、私が議事進行をさせていただきます。 

本日配られました次第に沿って進めさせていただきます。 

議題に入る前に、本日の委員の出席状況について、事務局から報告

をお願いします。 

事務局 本日は１名の方から欠席するとの連絡をいただいておりますので、

出席は計 1４名となります。 

よって、松戸市環境審議会条例第８条第２項に基づき、委員の過半

数の出席により本会議が成立することを報告いたします。 

古井会長 続きまして、本審議会は松戸市環境審議会の組織及び運営に関する
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規則第３条第１項の規定により、公開となっておりますが、今回傍聴

希望者はおりますか。 

事務局 ２名の傍聴希望がありましたので、ご報告いたします。 

古井会長 傍聴を許可します。 

それでは議事に移らせていただきます。 

本日配られました次第に沿って進めさせていただきます。 

  （仮称）松戸市エネルギー回収型 廃棄物処理施設整備事業に係る環

境影響評価方法書についてでございます。 

まずは、市役所の関係各課からの意見について事務局より報告願い

ます。 

事務局 （仮称）松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設 整備事業に係る環境

影響評価方法書について、関係各課からの意見は無かったことを報告

いたします。 

古井会長 ありがとうございました。 

続きまして、（仮称）松戸市エネルギー回収型 廃棄物処理施設整備

事業に係る環境影響評価方法書についての答申（案）について、事務

局より説明をお願いいたします。 

事務局  前回の環境審議会において、委員の皆様から事業内容について様々

なご質問、ご意見等いただきましたが、本審議会は環境影響評価の方

法書についてのご審議でございますので、答申(案)のとおりの内容と

させていただきました。 

それでは、（仮称）松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業

に係る環境影響評価方法書について、答申(案)を読み上げさせていた

だきます。 

事務局  令和 5年 11 月 1 日付け松環政第 148 号にて諮問があった「(仮称)松

戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方

法書」について別紙のとおり答申します。 

環境影響評価は、大規模な事業を実施する前に環境への影響を調

査・予測・評価して環境保全対策を検討する仕組みです。 

 今回審議した方法書においては、環境影響評価項目の選定、調査・

予測及び評価の手法について、内容は概ね妥当であると思料されます。 

古井会長 ありがとうございました。 

ただいま事務局から、関係各課からの意見無しとの報告及び答申案
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がありましたが、ここまでで何かご意見等はありますでしょうか。 

 （意見なし） 

古井会長 それでは、この答申（案）に対して、特に意見は無いとのことです

ので、市長宛に答申をしてよろしいでしょうか。 

 (異議なし) 

古井会長 本件につきまして、異議なしと認めます。 

本日の議事につきましては、以上となりますが、その他、何かあり

ますか。 

それでは、以上をもちまして、令和５年度第２回松戸市環境審議会

を終了いたします。皆様お疲れ様でした。また、議事進行にご協力い

ただきましてありがとうございました。 

司会を事務局にお返しいたします。 

事務局 古井会長ありがとうございました。 

 事務局から、報告事項がございます。 

今後の予定ですが、２月に「松戸市災害廃棄物処理計画(案)につい

て」および「地球温暖化対策実行計画の進行管理について」審議会の

開催を予定しております。 

後日、皆様の日程を調整させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

以上を持ちまして、環境審議会を終了させていただきます。本日は、

ありがとうございました。 

傍聴の方は、退出をお願いいたします。 

 

以上 

 

 


